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第１章　資料編 

 

 

 資料番号 名　　　　　　　　　　　　称

 資料１ 吉岡町防災会議条例

 資料２ 過去の災害

 資料３ 利根川（県央区間）浸水想定区域図（想定最大規模）

 資料４ 吉岡町ため池一覧

 資料５ 山地災害危険地区一覧

 資料６ 土砂災害警戒区域及び特別警戒区域指定箇所

 資料７ 吉岡町指定緊急避難場所

 資料８ 吉岡町指定避難所・指定福祉避難所及び応急仮設住宅建設予定地

 資料９ 消防団の相互の応援協定（前橋市）

 資料10 群馬県震度情報ネットワークシステムに関する協定書

 資料11 災害時における相互応援に関する協定書（前橋市）

 資料12
災害発生時における吉岡町と日本郵便株式会社群馬郵便局及び吉岡

郵便局の協力に関する協定

 資料13 火災又は地震等の災害時における消火用水供給応援に関する協定書

 資料14
災害時における救援物資提供に関する協定書（三国コカ・コーラボトリン

グ株式会社）

 資料15
災害時における農地の使用及び生鮮食料品等の調達に関する協定書（

吉岡町認定農業者連絡協議会）

 資料16 消防相互応援協定書（渋川市、榛東村）

 資料17 災害時における応急物資供給等に関する協定書（株式会社カインズ）

 資料18 災害時における応急物資供給等に関する協定書（株式会社ベイシア）

 資料19 群馬県水道災害相互応援協定

 資料20
災害緊急時水道配水連絡管開栓による応援給水に関する協定書（渋川

市）

 資料21 「道の駅」の防災総合利用に関する基本協定書

 資料22 災害時の情報交換に関する協定

 資料23
高齢者等に対する見守り活動及び震災時の物資の優先的対応に関す

る協定

 資料24 災害時における飲料水の提供に関する協定書（株式会社伊藤園）

 資料25 災害時におけるＬＰガス等供給協力に関する協定書

 資料26
災害時における応急生活物資供給等に関する協定書（生活協同組合コ

ープぐんま）
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 資料27
災害時等における施設利用の協力に関する協定（社会福祉法人吉岡

会）

 資料28 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書

 資料29
災害時等における施設利用の協力に関する協定（幼保連携型認定こど

も園駒寄幼稚園（学校法人栗原学園））

 資料30
災害時における施設利用の協力に関する協定（北群渋川農業協同組

合）

 資料31
災害時における物資供給に関する協定書（ＮＰＯ法人コメリ災害対策セ

ンター）

 資料32
災害時等における施設利用の協力に関する協定書（株式会社エーコー

プ関東）

 資料33 災害時における物資供給に関する協定書（株式会社エーコープ関東）

 資料34 災害に係る情報発信等に関する協定（ＬＩＮＥヤフー株式会社）

 資料35
災害時等における支援に関する協定書（株式会社ぐんま安全教育セン

ター）

 資料36
公共土木施設における測量、設計等の災害復旧業務の支援に関する協

定（群馬県渋川土木事務所）

 資料37
災害時における停電復旧の連携等に関する協定（東京電力パワーグリ

ッド株式会社渋川支社）

 資料38
災害時における停電復旧作業および啓開作業に伴う障害物等除去に関

する覚書（東京電力パワーグリッド株式会社渋川支社）

 資料39
災害時における応急対策業務に関する協定（町内建設・土木・造園事業

者）

 資料40 災害時における水道施設の応急復旧に関する協定（町内水道事業者）

 資料41
災害時におけるし尿の収集運搬に関する協定（有限会社北群馬衛生 

社）

 資料42
災害時における家庭系一般廃棄物の収集運搬に関する協定（吉岡町一

般廃棄物事業協同組合）

 資料43 上水道相互連絡管設置に関する協定書（前橋市）

 資料44 群馬県災害廃棄物等の処理に係る相互応援に関する協定書

 資料45
災害時における相互協力に関する基本協定（ＮＴＴ東日本株式会社群馬

支店）

 資料46
災害時における被災者支援等の協力に関する協定（群馬県社会保険労

務士会渋川支部）

 資料47 災害時における地図製品等の供給等に関する協定（株式会社ゼンリン）

 資料48
災害時における物資（ユニットハウス等）の供給に関する協定（三協フロ
ンテア株式会社）

 資料 49
災害時における物資供給及び災害支援活動協力に関する協定（株式会
社フレッセイ）

 資料 50 災害時における物資輸送等に関する協定（福山通運株式会社）

 資料 51 榛東村・玉村町・吉岡町災害時相互応援協定（榛東村・玉村町）

 資料 52
吉岡町災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定（吉岡町

社会福祉協議会）

 資料 53
群馬県吉岡町と神奈川県開成町との災害時における相互応援に関する

協定（神奈川県開成町）

 資料 54 災害時における復旧支援協力に関する協定（群馬県・公益社団法人日
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 本下水道管路管理業協会）

 資料 55
災害時における福祉避難所の指定及び設置・運営に関する協定（社会

福祉法人薫英会）

 資料 56
災害時等における物資供給及び災害支援活動協力に関する協定 

（株式会社ジョイフル本田）

 資料57 防災行政無線施設（固定系）設置状況

 資料58 防災行政無線施設（移動系）設置状況

 資料59 被害認定基準

 資料60 吉岡町災害時避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱
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資料１　吉岡町防災会議条例 

昭和４６年１２月１８日 

条例第２３号 

（趣旨） 

第１条　この条例は、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)第１６条第６項の規定に基づき、

吉岡町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（所掌事務） 

第２条　防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1)　吉岡町地域防災計画及び吉岡町水防計画を作成し、並びにその実施を推進すること。 

(2)　町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3)　前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

(4)　前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関す

ること。 

（会長及び委員） 

第３条　防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２　会長は、町長をもって充てる。 

３　会長は、会務を総理する。 

４　会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５　委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

(1)　指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

(2)　群馬県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

(3)　群馬県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(4)　町長がその部内の職員のうちから指名する者 

(5)　吉岡町の教育委員会の教育長 

(6)　吉岡町消防団長 

(7)　指定公共機関又は地方公共的機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者 

(8)　自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 

(9)　前号に掲げる者のほか町長が防災上特に必要と認めて任命する者 

６　前項の委員の定数は、３２人以内とする。 

７　第５項第７号から第９号までの委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その

前任者の残任期間とする。 

８　前項の委員は、再任されることができる。 

第４条　防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２　専門委員は、関係地方行政機関の職員、群馬県の職員、吉岡町の職員、関係指定公共機関の職員、

関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから町長が任命する。 

３　専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。 

（議事等） 

第５条　この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議に諮って定める。 

附　則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（平成１２年条例第１４号） 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附　則（平成２５年条例第１８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

　　附　則（令和７年条例第１８号） 

(施行期日) 

  １　この条例は、公布の日から施行する。 

　　 (吉岡町水防協議会条例の廃止) 

　２　吉岡町水防協議会条例（昭和５６年吉岡村条例第１６号）は、廃止する。 

　　 (吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

　３　吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年吉岡村条 
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例第４８号）の一部を次のように改正する。 
　　　別表水防協議会顧問の項、水防協議会参与の項及び水防協議会委員の項を削る。 
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吉岡町防災会議委員名簿 

 

 NO 委員区分 役　　職　　名 所　　在　　地

 １ 会長 吉岡町長 吉岡町下野田560

 ２ 委員 吉岡町副町長 吉岡町下野田560

 ３ 委員 吉岡町教育委員会教育長 吉岡町下野田 560

 ４ 委員 吉岡町自治会連合会長

 ５ 委員 関東地方整備局利根川水系砂防事務所長 渋川市渋川121-1

 ６ 委員 関東地方整備局高崎河川国道事務所長 高崎市栄町6-41

 ７ 委員
関東農政局群馬県拠点 

総括農政業務管理官
前橋市紅雲町1-2-2

 ８ 委員 前橋地方気象台長 前橋市大手町2-3-1

 ９ 委員
陸上自衛隊第48普通科連隊 

連隊本部第３科運用訓練幹部
榛東村新井1017-2

 10 委員 渋川行政県税事務所長 渋川市金井395

 11 委員 渋川土木事務所長 渋川市金井395

 12 委員 渋川保健福祉事務所長 渋川市金井394

 13 委員 渋川森林事務所長 渋川市金井395

 14 委員 中部環境事務所長 前橋市上細井町2142-1

 15 委員 渋川農村整備センター長 渋川市金井395

 16 委員 群馬県警察渋川警察署長 渋川市行幸田351-1

 17 委員 渋川広域消防本部消防長 渋川市渋川1815-51

 18 委員 吉岡町消防団長 吉岡町下野田560

 19 委員 （一社）渋川地区医師会長 渋川市金井356

 
20 委員

東京電力パワーグリッド株式会社 

渋川支社長
渋川市石原12-1

 21 委員 ＮＴＴ東日本株式会社　群馬支店長 高崎市高松町3

 
22 委員

東日本高速道路株式会社 

関東支社高崎管理事務所長
高崎市島野町 831

 23 委員 （一社）群馬県ＬＰガス協会渋川支部長 渋川市渋川 223-2

 24 委員 日本郵便株式会社　吉岡郵便局長 吉岡町下野田 698-3

 25 委員 北群渋川農業協同組合南支店長 吉岡町大久保 2299-6

 26 委員 吉岡町社会福祉協議会長 吉岡町南下 1333-4

 27 委員 吉岡町商工会長 吉岡町南下 1375-3

 28 委員 吉岡町婦人会長

 29 委員 吉岡町男女共同参画推進協議会委員

 30 委員 吉岡町民生委員児童委員協議会委員

 31 委員 吉岡町役場総務課長 吉岡町下野田 560
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資料２　過去の災害 

資料：「村誌」（吉岡町）平成19年以降は「群馬県の顕著自然災害年表」（気象庁ＨＰ、https://www.jma.go. 
jp/jma/kishou/know/saigai_link.html） 

 

 年　　次 災害等 被害状況等

 2019年（令和元年） 台風第十九号 ◇避難勧告・指示（漆原新田地区 88世帯255名）

 2017年（平成二十九年） 台風二十一号 ◇停電:500戸

 2014年（平成二十六年） 大雪 ◇軽傷:１名

 2011年（平成二十三年） 台風十五号 ◇避難指示（１世帯４人）

 
2011年（平成二十三年） 台風十二号

◇住家被害(床上浸水；１棟、床下浸水；３棟） 
◇土砂崩れ（吉岡町大字漆原地内；１箇所） 
◇避難勧告・指示（１世帯４人）

 2007年（平成十九年） 台風九号

 1982年（昭和五十七年） 台風十号

 1981年（昭和五十六年） 台風十五号

 1966年（昭和四十一年） 台風二十六号

 1959年（昭和三十四年） 伊勢湾台風

 1959年（昭和三十四年） 台風七号

 1955年（昭和三十年） 火災 下野田　原の大火[全焼；８戸]

 
1949年（昭和二十四年） キティ台風

◇中大薮橋、大門橋、中小倉橋復旧工事 
◇鬼ヶ橋下護岸、宮下護岸、南下等護岸復旧工事 
※参考：群馬県被害［死者;44人､負傷者;89人､行方不明;５人］

 1948年（昭和二十三年） アイオン台風
◇土堤[滝沢川被害部分計;四町七反､吉岡川右岸被害面積;九町歩］ 
※参考：群馬県被害［死者;６人､負傷者;５人､行方不明;４人］

 
1947年（昭和二十二年） カスリン台風

◇駒寄村[床下浸水；300戸、床上浸水；30戸、流失破壊家屋；３戸、

流出半壊家屋；２戸、行方不明；１名] 
◇明治村[床下浸水；95戸、床上浸水；10戸、流失破壊家屋；３戸、

流出半壊家屋；４戸、行方不明；１名] 
※参考:群馬県被害［死者;592人､負傷者;1,231人､行方不明;107人]

 1945年（昭和二十年） 空襲 大久保、漆原、下野田戦災受ける。[罹災；１３戸、死者；２名]

 1943年（昭和十八年） 火災 下野田　原の大火[全焼；10戸]

 
1935年（昭和十年） 風水害

◇町村道の毀損[明治村；１損、駒寄村；５損] 
◇橋梁[明治村；５橋、駒寄村；３橋] 
◇河川[駒寄村；堤防決壊；810ｍ、工作物流損；３箇所]

 1929年（昭和四年） 雷雨 県内各地[消失家屋；１戸]

 1928年（昭和三年） 雷雨 県内各地[感電死者２０名]

 1899年（明治三十二年） 火災 下野田北部の大火[全焼；２１戸]

 1895年（明治二十八年） 火災 八木原火災[漆原新田被災；数戸]

 1892年（明治二十五年） 竜巻 陣場被害[全壊；８戸、半壊；３戸、死者；１名、負傷者；６名]

 1887年（明治二十年）
雹害 
火災

◇救助を受けた家；10戸[家族数；47名、救助日数20；日] 
◇漆原新田火災[全焼；10余戸]

 1878年（明治十一年） 雹害

 1874年（明治七年） 雹害

 1827年（文政十年） 大洪水

 1812年（文化九年） 大洪水

 1791年（寛永三年） 大洪水

 1786年（天明六年） 大洪水

 1783年（天明三年）
浅間山噴火 
水害

全損過半、砂土に帰し、耕田宅地その主たるを明にせず、其の際埋没

せし戸数八十余戸、人員百十有余人、田圃反別五十二町七反余歩

 1742年（寛保二年） 大洪水

 1631年（寛永八年） 大洪水

 1614年（慶長十九年） 大洪水 利根川ほか国内河川大洪水
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資料３　利根川（県央区間）浸水想定区域図（想定最大規模） 
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資料４　吉岡町ため池一覧 

 

資料５　山地災害危険地区一覧 

 

 番号 ため池名称 所在地

 １ 小倉沈澱池 吉岡町小倉 827-99

 ２ 上之原貯水池 吉岡町上野田 3161-1

 ３ 塔之辻貯水池 吉岡町上野田 2295-5

 ４ 明治貯水池 吉岡町上野田 1329-3

 ５ 平石貯水池 吉岡町上野田 1172-2

 ６ 小倉調整池 吉岡町上野田 1191-2

 ７ 上野田調整池 吉岡町上野田 1191-3

 ８ 第一調整池 吉岡町上野田 970

 ９ 第二調整池 吉岡町上野田 715

 10 第三調整池 吉岡町上野田 431

 11 北下貯水池 吉岡町北下甲 484

 12 大藪貯水池 吉岡町南下 610

 13 十日市貯水池 吉岡町南下 1441

 番号 地区区分 大字 字

 １ 山腹崩壊危険地区 漆原 川原田

 ２ 山腹崩壊危険地区 上野田 上野原

 ３ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原

 ４ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原

 ５ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原

 ６ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原

 ７ 崩壊土砂流出危険地区 小倉 上蟹沢

 ８ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 粟籠

 ９ 崩壊土砂流出危険地区 漆原 瀬来

 10 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原
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資料６　土砂災害警戒区域及び特別警戒区域指定箇所 

１　土砂災害警戒区域及び特別警戒区域指定箇所一覧表 

 

２　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域等区域図（概略位置図） 

 

 

 区域の名称 所在地
土砂災害の発生原因となる自然現

象の種類

 
土砂災害警戒区域 自害沢１ 吉岡町大字上野田 土石流

 自害沢２ 吉岡町大字上野田 土石流

 自害沢３ 吉岡町大字上野田 土石流

 滝ノ沢川 吉岡町大字上野田 土石流

 土砂災害特別警戒区域 滝ノ沢川 吉岡町大字上野田 土石流



第４編 資料・様式編　第１章 資料編

216

資料７　吉岡町指定緊急避難場所 

 

 番号 名　　称
自治会 
地　区

所　在　地 電話番号 洪水 土砂 地震

 １ 小倉集会所 小倉 小倉282-6 - ○ ○ ×

 ２ 上中小倉集落センター 小倉 小倉136-6 - ○ ○ ○

 ３ 小井堤町コミュニティーセンター 上野田 上野田1213 - ○ ○ ○

 ４ 上野田集落センター 上野田 上野田534-1 - ○ ○ ×

 ５ 上野原南部コミュニティーセンター 上野原 上野田1601-6 - ○ ○ ○

 ６ 上野原集会所 上野原 上野田3367-2 - ○ ○ ○

 ７ 下野田集会所 下野田 下野田1537-1 - ○ ○ ×

 ８ 吉岡町隣保館 下野田 下野田892-1 0279-54-4692 ○ ○ ○

 ９ 北下東部住民センター 北下 北下1188-2 - ○ ○ ×

 10 北下北部住民センター 北下 北下1095-6 - ○ ○ ×

 11 北下西南部住民センター 北下 北下505 - ○ ○ ×

 12 下八幡公会堂 南下 南下847-3 - ○ ○ ×

 13 木戸集落センター 南下 南下721 - ○ ○ ×

 14 大藪公会堂 南下 南下429-1 - × ○ ×

 15 陣場公会堂 陣場 陣場112-1 - ○ ○ ○

 16 大久保集落センター 大久保寺下 大久保1310-1 - ○ ○ ×

 17 上中町集落センター 大久保寺上 大久保1517 - ○ ○ ×

 18 三津屋田端公会堂 大久保寺上 大久保2162-1 - ○ ○ ×

 19 吉岡町児童館 溝祭 大久保3633 0279-20-5960 ○ ○ ○

 20 駒寄住民センター 駒寄 大久保2338-5 - ○ ○ ×

 21 漆原文化センター 漆原西 漆原816 - ○ ○ ○

 22 根古屋住民センター 漆原西 漆原1236-2 - ○ ○ ○

 23 漆原中央住民センター 漆原東 漆原376-4 - ○ ○ ○

 24 両原公会堂 漆原東 漆原282 - ○ ○ ○

 25 新田住民センター 漆原東 漆原53-6 - × ○ ○

 26 八幡山公園グラウンド 南下 南下1334-19 - ○ ○ ○

 27 町民グラウンド 駒寄 漆原949-1 - ○ ○ ○

 28 上野田ふれあい公園 上野田 上野田1256-23 - ○ ○ ○

 29 城山みはらし公園 南下 南下172-1 - ○ ○ ○



第４編 資料・様式編　第１章 資料編

217

資料８　吉岡町指定避難所・指定福祉避難所及び応急仮設住宅

建設予定地 

１　指定避難所 

 番号 名　　称 所　在　地 電話番号 洪水 土砂 地震

 １ 吉岡町立駒寄小学校 漆原1016 0279-54-2300 ○ ○ ○

 ２ 吉岡町立明治小学校 北下433 0279-54-2105 ○ ○ ○

 ３ 吉岡町立吉岡中学校 南下1383-2 0279-54-3213 ○ ○ ○

 ４ 吉岡町社会体育館 南下1383-12 － ○ ○ ○

 ５ 吉岡町コミュニティーセンター 下野田560 0279-54-3111 ○ ○ ○

 ６ 吉岡町文化センター 下野田472 0279-54-1161 ○ ○ ○

 ７ 明治学童クラブ 北下476-1 0279-55-5672 ○ ○ ○

 ８ 明治第２学童クラブ 北下438-1 0279-25-8293 ○ ○ ○

 ９ 駒寄第１学童クラブ 大久保2338-12 0279-55-5248 ○ ○ ○

 10 駒寄第２学童クラブ 大久保2338-12 0279-25-7385 ○ ○ ○

 11 駒寄第３学童クラブ 漆原1387 0279-26-3226 ○ ○ ○

 12
よしおかロバロバ（吉岡町地域福祉

交流施設）
大久保2337-1 － ○ ○ ○

 13 小倉集会所 小倉282-6 － ○ ○ ×

 14 上中小倉集落センター 小倉136-6 － ○ ○ ○

 15 小井堤町コミュニティーセンター 上野田1213 － ○ ○ ○

 16 上野田集落センター 上野田534-1 － ○ ○ ×

 17 上野原南部コミュニティーセンター 上野田1601-6 － ○ ○ ○

 18 上野原集会所 上野田3367-2 － ○ ○ ○

 19 下野田集会所 下野田1537-1 － ○ ○ ×

 20 吉岡町隣保館 下野田892-1 0279-54-4692 ○ ○ ○

 21 北下東部住民センター 北下1188-2 － ○ ○ ×

 22 北下北部住民センター 北下1095-6 － ○ ○ ×

 23 北下西南部住民センター 北下505 － ○ ○ ×

 24 下八幡公会堂 南下847-3 － ○ ○ ×

 25 木戸集落センター 南下721 － ○ ○ ×
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２　指定福祉避難所 

 

３　応急仮設住宅建設予定地 

 

 26 大藪公会堂 南下429-1 － × ○ ×

 27 陣場公会堂 陣場112-1 － ○ ○ ○

 28 大久保集落センター 大久保1310-1 － ○ ○ ×

 29 上中町集落センター 大久保1517 － ○ ○ ×

 30 三津屋田端公会堂 大久保2162-1 － ○ ○ ×

 31 吉岡町児童館 大久保3633 0279-20-5960 ○ ○ ○

 32 駒寄住民センター 大久保2338-5 － ○ ○ ×

 33 漆原文化センター 漆原816 － ○ ○ ○

 34 根古屋住民センター 漆原1236-2 － ○ ○ ○

 35 漆原中央住民センター 漆原376-4 － ○ ○ ○

 36 両原公会堂 漆原282 － ○ ○ ○

 37 新田住民センター 漆原53-6 － × ○ ○

 番号 名　　称 所　在　地 電話番号 洪水 土砂 地震

 １ 吉岡町保健センター 下野田565 0279-54-7744 ○ ○ ○

 ２ 吉岡町老人福祉センター 南下1333-4 0279-54-3603 ○ ○ ○

 番号 名　　称 所　在　地 電話番号 洪水 土砂 地震

 １ 八幡山公園グラウンド 南下1334-19 － ○ ○ ○

 ２ 町民グラウンド 漆原949-1 － ○ ○ ○

 ３ 上野田ふれあい公園 上野田1256-23 － ○ ○ ○
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資料９　消防団の相互の応援協定（前橋市） 

（目的） 

第１条　この協定は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３９条により前橋市と吉岡町（以下

「協定団体」という。）が消防団の相互の応援協定を締結し、協定団体相互の消防力を活用して、火

災による人的及び物的被害を最小限に防止することを目的とする。 

（応援地域） 

第２条　この協定による応援地域は協定団体相互の境界線に近接する地域内に発生した火災の場合と

する。 

（相互応援出場） 

第３条　前条に定める地域において発生した火災を覚知した別表に定める消防団体は被応援地の要請

を待たずして応援出場するものとする。 

（応援隊の指揮） 

第４条　応援隊の指揮は、受援地の消防機関の長とする。 

（費用の負担） 

第５条　応援に要した費用は、次により処理する。 

（１）応援隊側の負担 

ア　応援出場に要した消防団体の諸手当、災害報償費、消防賞じゅつ金及び機械器具の破損修理

費等の費用。 

イ　災害地へ出場又は帰路途上において発生した事故処理に要する費用。 

（２）受援隊側の負担 

化学消火剤等及び燃料の補給を行った場合、あるいは給食等を必要とした場合の費用。 

（協　議） 

第６条　この協定をする場合及びこの協定に定める事項以外の事項については、協定団体の長が協議

のうえ決定する。 

（委　任） 

第７条　この協定に定めるもののほか細部事項は、協定団体の消防機関の長が協議のうえ定めること

ができる。 

（協定書の保管） 

第８条　この協定を証するため正本２通を作成し、協定団体が各自１通を保管する。 

付　則 

この協定は、平成元年４月１日から効力を生ずる。 
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（別　表） 

 

１　前橋市側の応援出場地域及び出場団隊 

 

１　吉岡町側の応援出場地域及び出場団隊 

 

 
吉岡町　対象地域 前橋市　出場団隊

 南　下 

陣　場 

大久保の一部

第７分団２部

 

漆　原 

大久保の一部
第６分団１部

 
前橋市　対象地域 吉岡町　出場団隊

 
上青梨子町 

池　端　町
第４分団

 
総社町植野 

総社町桜が丘 

総社町高井の一部

第３分団
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資料10　群馬県震度情報ネットワークシステムに関する協定書 
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平成９年１月１日 
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資料11　災害時における相互応援に関する協定書（前橋市） 
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平成９年３月２８日 
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資料12　災害発生時における吉岡町と日本郵便株式会社群馬郵

便局及び吉岡郵便局の協力に関する協定 
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平成２９年２月１３日 
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資料13　火災又は地震等の災害時における消火用水供給応援に

関する協定書 
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平成９年１２月１２日 
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資料14　災害時における救援物資提供に関する協定書

（三国コカ・コーラボトリング株式会社） 
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平成１７年１０月２１日 
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資料15　災害時における農地の使用及び生鮮食料品等の調達に

関する協定書（吉岡町認定農業者連絡協議会） 
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平成１８年４月１日 
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資料16　消防相互応援協定書（渋川市、榛東村） 

 

 
平成２１年２月２７日 
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資料17　災害時における応急物資供給等に関する協定書

（株式会社カインズ） 
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平成２１年３月２６日 
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資料18　災害時における応急物資供給等に関する協定書

（株式会社ベイシア） 
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平成２１年３月２６日 
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資料19　群馬県水道災害相互応援協定 

(趣　旨) 

第１条　この協定は、地震、異常渇水その他の水道災害において、群馬県及び県内各水道事業者(以下

「会員」という。）が協力して実施する群馬県内及び他の都道府県における相互応援活動について、

必要な事項を定めるものとする。 

(組織構成) 

第２条　災害が発生した場合の相互応援体制は、別図の組織図による。 

この協定に関する事項を円滑に推進するため、県内の会員を 11 地区(以下「地区」という。)に分

け、地区を県央、西毛、東毛の３ブロック(以下「ブロック」という。）に分ける。 

2　各地区及び各ブロックには、それぞれ代表都市及び副代表都市を置く。 

3　前項の地区代表都市は、群馬県の各保健福祉事務所所在市町を充て、地区副代表都市は各地区で選

任する。 

また、各ブロック代表都市及び各ブロック副代表都市は地区代表都市から選出し、県央ブロック

については、前橋市を代表都市とする。 

4　群馬県(以下「県」という。)は、各ブロック代表都市と連携を密にし、必要ある場合は、他都道府

県及び関係機関への応援要請等の連絡調整を行うものとする。 

また、県は、県内及び他の都道府県において水道災害が発生し、他都道府県及び関係機関からの要

請に基づき、この協定に基づく応援活動を実施する場合は、ブロック代表都市に応援協力の要請を

行うものとする。 

5　この協定に基づく応援活動のとりまとめ、調整、資料交換等の事務局は、群馬県保健福祉部衛生食

品課が担当し、群馬県企業局と連携のもとに行う。 

(応援内容) 

第３条　応援活動は原則として、被災会員の応急給水及び復旧計画に基づき、その指示(様式第 1 号)

に従って作業に従事するものとする。 

2　応援活動は、おおむね次のとおりとする。 

(1)応急給水作業 

(2)応急復旧工事 

(3)応急復旧用資機材の供出 

3　前項第１号及び第２号の作業期間は、原則として 7日以内とし、継続する場合は被災会員、応援会

員及び県の協議よる。 

4　他の都道府県等への応援活動は、前各項に準ずるものとする。 

(応援要請等） 

第４条　応援要請は、原則として次の各号により行うものとする。 

(1)被災会員は、所属する地区の代表都市へ応援を依頼する。 

(2)地区代表都市は、地区内の他の会員に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、ブロック代表都

市に応援を要請する。 

(3)ブロック代表都市は、さらに必要と認めたときは、他のブロック代表都市に応援を要請する。 

(4)ブロック代表都市は、さらに必要と認めたときは、県へ応援を要請する。 

2　応援要請を受けた会員は、極力これに応じ、応援に努めるものとする。 

(応援要請の手続) 

第５条　被災会員が応援要請しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、電話等迅速かつ

正確に伝達できる通信手段により要請し、後日速やかに文書(様式第２号及び第３号)を提出するも

のとする。 

(1)災害の状況 

(2)必要とする資機材、物資等の品目及び数量 

(3)必要とする職種別人員 

(4)応援期間 

(5)応援場所及び応援場所への経路 

(6)その他必要な事項 
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(応援体制) 

第６条　応援会員が派遣する職員(以下、「応援職員」という。)は、災害の状況に応じ必要な食糧、被

服、資金等を携行するものとする。 

2　応援職員は、応援会員等の名を表示する標識を着用するものとする。 

(被応援体制) 

第７条　被応援会員は、災害の状況に応じ、応援職員の宿舎の斡旋、その他必要な便宣を供与するもの

とする。 

2　被応援会員は、資機材等の応援を受ける場合、倉庫、保管場所等を確保し、これらを管理するもの

とする。 

(費用負担〕 

第８条　応援に必要な経費は、法令等に別段定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。 

(1)応援給水、応援復旧、応援復旧用資機材に要する費用は、被応援会員が負担する。 

(2)応援職員の派遣に要する経費は、応援会員が負担する。 

(3)応援職員が応援業務により負傷し、病気にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援会

員の負担とする。 

(4)応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、原則として、その損害が応援業務中に生じ

たものについては被応援会員が、また、被応援会員への往復途中に生じたものについては応援会員

がその賠償の責に任ずる。 

2　前項各号の定めにより難いときは、関係会員等が協議して定めるものとする。 

(応援物資等の調査） 

第９条　会員は応援活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を毎年５月末日までに県に提出す

るものとする。 

(1)連絡担当部課等(様式第 4号) 

(2)応急資機材の保有状況(様式第 5号) 

(3)応援に従事できる職員数(様式第 6 号) 

(4)水道配管等の標準施工図又はこれに準ずるもの 

2　県は前項の調査票を取りまとめ、整理のうえ会員に送付するものとする。 

(協　議〕 

第 10 条　この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度協議

して定めるものとする。 

(訓　練) 

第 11 条　会員は、この協定に基づき相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて訓練を実施するも

のとする。 

(実施期日) 

第 12 条　この協定は、平成１３年２月９日から実施する。 

 

この協定の締結を証するため、本書１通を作成し、協定者が記名押印のうえ原本を県が保有し、その

写しを各事業体が保有する。 

 

平成１３年２月９日 
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資料20　災害緊急時水道配水連絡管開栓による応援給水に関す

る協定書（渋川市） 
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平成２１年１２月１７日 
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資料21　「道の駅」の防災総合利用に関する基本協定書 
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平成２２年３月２８日 
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資料22　災害時の情報交換に関する協定 
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平成２３年２月１５日 
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資料23　高齢者等に対する見守り活動及び震災時の物資の優先

的対応に関する協定 
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資料24　災害時における飲料水の提供に関する協定書（株式会

社伊藤園） 
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平成 26 年７月 24 日 
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